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(57)【要約】
【課題】釣り用リールの糸止めにおいて、糸止めがばね
部材により付勢されても釣り糸が切断及び損傷されにく
くする
【解決手段】糸止め２０は、釣り糸を釣り用リールに固
定するために備えられている。リンクリップ２０は、軸
部２１と、頭部２２とを有する。頭部２２は、軸部２１
に装着され、軸部２１は釣り用リールに接続されている
。糸止め２０は、軸部２１に対向する、頭部２２の面２
２ｂに形成された環状溝２２ａを備える。環状溝２２ａ
は、軸部２１と同心円状に配置されている。糸止め２０
は、コイルばね２４と、ばね保持部２５とを軸部２１に
装着することにより釣り用リールに接続されている。コ
イルばね２４とばね保持部２５は、軸部２１に装着され
たスナップリング２３によって所定の位置に保持される
。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　釣り用リールに釣り糸を止めるための釣り用リールの糸止めであって、
　前記釣り用リールに装着される軸部と、
　前記頭部における軸部と対向する面に形成され、前記釣り糸係止用の環状溝を有し、前
記軸部に設けられ、前記軸部より大きい外径を有する頭部と、
を備えた釣り用リールの糸止め。
【請求項２】
　前記頭部は、前記軸部と同芯に形成されている、請求項１に記載の釣り用リールの糸止
め。
【請求項３】
　前記釣り用リールは、スプールに円筒形のスカート部を備えたスピニングリールであり
、
　前記頭部は、前記スカート部との間で前記釣り糸を保持する、請求項２に記載のスピニ
ングリールの糸止め。
【請求項４】
　前記スカート部は、外周面に形成された底が平坦で浅い凹部と、前記凹部に形成された
貫通孔とを有し、
　前記軸部は、前記貫通孔に装着される、請求項３に記載の釣り用リールの糸止め。
【請求項５】
　スピニングリールのスプールに釣り糸を止めるためのスピニングリールの糸止め組立体
であって、
　請求項４に記載の糸止めと、
　前記スカート部の内周面より内周側で前記軸部に抜け止めされたばね受け部材と、
　前記ばね受け部材と前記スカート部の内周部の前記貫通孔の周囲との間で配置され、前
記糸止めを前記スプールの中心に向かって付勢するばね部材と、
を備えたスピニングリールの糸止め組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、糸止め、特に、釣り用リールに釣り糸を止めるための糸止め及び糸止め組立
体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、スピニングリール等の釣り用リールは、リール本体と、ハンドルと、ロータと
、スプールと、スプールに装着された糸止めとを有する。リール本体は釣り竿に取り付け
られる。ハンドルは、リール本体に回転自在に装着される。ロータは、リール本体に回転
自在に装着される。スプールは、ロータの前部においてリール本体に装着され、前後移動
自在である。釣り糸は、ロータによってガイドされ、スプールの外周面に巻き付けられる
。
【０００３】
　釣り糸を使用しない場合、通常、釣り糸の端部は、釣り糸がスプールから開放されない
ように糸止めに固定される。
【０００４】
　釣り糸を使用する場合、糸止めは、例えば、魚に撒き餌を与えるために「スポッド」ま
たは「スポッドロケット」等の撒き餌カゴをキャスティング毎に確実に略同一領域に着水
させる。しかし、実際には、従来の糸止めは、その使用方法に関わらず、時間経過に伴っ
て釣り糸の破損や切断を発生させることが知られている。
【０００５】
　例えば、従来の糸止めは面に沿って釣り糸を付勢することが知られている（例えば、特
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許文献１参照）。これにより、強力な保持力が加えられない限り、釣り糸は係止されない
。しかし、保持力が強くなれば、釣り糸を糸止めの頭部の下で付勢しなければならないの
で、特にナイロン製の釣り糸を係止することはさらに困難になる。結果として、釣り糸が
ひどく損傷を受ける。
【０００６】
　上記問題を克服するために、受け面に段差部が備え、これにより釣り糸が容易に滑り落
ちないようになっているものが知られている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】実開昭５３－２３７９４号公報
【特許文献２】実開昭６３－１５７７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、段差部の鋭い縁部が、釣り糸をひどく損傷または切断する場合がある。例えば
、釣り用リールの表面に対して糸止めの頭部を保持するために、糸止めを付勢する保持ば
ねが使用されている。
【０００９】
　釣り糸は、糸止めの頭部と、釣り用リール表面の段差部との間に保持される。時間経過
に伴って、釣り糸は、クリップの頭部と、段差部の鋭い縁部との間に釣り糸を保持するた
めの保持ばねからの力によって磨耗する。この結果、釣り糸の損傷または切断が発生する
。
【００１０】
　以上を鑑みると、この開示により、釣り用リール用の改良された糸止めの必要性は、当
業者にとって明白である。また、この開示により、本発明が上記技術分野における当該必
要性及び他の必要性を主張するものであることは、当業者にとって明白である。
【００１１】
　本発明の各態様は、従来技術で発生している上記問題を解決する目的で創出されたもの
であり、本発明の課題は、釣り用リールの糸止めにおいて、糸止めがばね部材により付勢
されても釣り糸が切断及び損傷されにくくすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一態様によれば、釣り用リール用糸止めが、釣り用リールに釣り糸を止めるた
めに備えられる。糸止めは、軸部と、頭部とを有する。軸部は、釣り用リールに装着され
る。頭部は、軸部に設けられ、軸部よりも大きい外径を有する。また、頭部は環状溝を有
し、環状溝は頭部の軸部に対向する面に形成されている。
【００１３】
　この糸止めでは、釣り用リールに軸部が装着されると、頭部と釣り用リールとの間に釣
り糸が保持される。このとき、頭部の軸部と対向する面に形成された環状溝に釣り糸が配
置される。このため、例えば、釣り糸を糸止めから外すとき及びキャスティング時に釣り
糸の糸止めに止められた途中に張力が作用するとき、糸止めが釣り用リールの表面から離
反する方向に移動する。したがって、釣り糸が損傷及び切断されにくくなり、頭部と、釣
り用リールの表面との間に釣り糸が確実に保持される。
【００１４】
　本発明の他の態様によれば、環状溝は軸部と同心円状に配置される。この場合には、頭
部が軸部と同芯に配置されているので、環状溝を軸部と同芯に配置できる。
【００１５】
　本発明のさらに他の態様によれば、釣り用リールは、スプールに円筒形スカート部を備
えたスピニングリールであり、頭部は、スカート部との間で釣り糸を保持する。この場合
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には、スピニングリールのスプールのスカート部と頭部との間に、損傷及び切断されるこ
となく釣り糸が保持される。
【００１６】
　本発明のさらに他の態様によれば、スカート部は、外周面に形成された底が平坦で浅い
凹部と、凹部に形成された貫通孔とを有し、軸部は、貫通孔に装着される。この場合には
、頭部、環状溝及び凹部との間に、損傷及び切断されることなく釣り糸が保持される。こ
こでは、凹部で糸止めに係止された釣り糸が損傷しにくくなる。また、凹部を頭部の厚み
分だけ凹ますことにより、頭部がスカートの外周面から突出しなくなる。
【００１７】
　本発明のさらに他の態様によれば、糸止め組立体は、スピニングリールのスプールに釣
り糸を止めるための組立体であって、上記の糸止めと、ばね受け部材と、ばね部材と、を
備えている。ばね受け部材は、スカート部の内周面より内周側で軸部に抜け止めされた部
材である。ばね部材は、ばね受け部材とスカート部の内周部の貫通孔の周囲との間で配置
され、糸止めをスプール中心に向かって付勢する。
【００１８】
　この糸止め組立体では、糸止めの軸部が貫通孔に配置され、頭部が凹部に配置される。
そして、糸止めはばね部材によりスカート部の内周側に付勢される。この状態で釣り糸を
凹部と頭部の間に挟むと、糸止めは、凹部からいったん離れて釣り糸が環状溝に配置され
ると、ばね部材により付勢されて凹部に向けて移動する。このとき、釣り糸が凹部と環状
溝との間で保持されるので、糸止めがばね部材により付勢されても釣り糸が切断及び損傷
されにくくすることになる。
【発明の効果】
【００１９】
　釣り糸は、釣り用リールの表面の糸止めに装着されると、損傷及び切断されることなく
、頭部と、釣り用リールの表面との間に確実に保持される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態が適用されたスピニングリールに関する斜視図。
【図２】スピニングリールの側面断面図。
【図３】スピニングリールの後端部に関する図。
【図４】スピニングリールのスプールに関する斜視図。
【図５】スプールの筒状スカート部に接続された糸止めに関する拡大側面断面図。
【図６】糸止め、コイルばね、ばね保持部及びスナップリングに関する拡大斜視図。
【図７】釣り糸が間に固定された状態における、スプールの筒状スカート部に接続された
糸止めに関する拡大側面断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の一実施形態について、図面参照して説明する。この開示により、本発明
の一実施形態に関する下記の記載は、例証目的で提供されたものに過ぎず、特許請求の範
囲及びそれらの均等物によって定義されるように、本発明を制限するものではないことは
、当業者にとって明白である。
【００２２】
　図１から図３において、本発明の一実施形態が採用されたスピニングリールが図示され
ている。スピニングリールは、主に、リール本体２と、ロータ３と、スプール４とを備え
ている。リール本体２はハンドル１を有し、釣竿に装着される。ロータ３は、リール本体
２の前部に回転自在に装着されている。スプール４は、ロータ３の前部に前後移動自在に
装着されている。また、スピニングリールは、ロータ駆動機構５と、オシレーティング機
構６とを備える。ロータ駆動機構５は、ハンドル１の回転に連動してロータ３を回転駆動
させる。オシレーティング機構６は、ロータ３の回転に連動してスプール４を前後に移動
させる。
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【００２３】
　リール本体２は、ロータ駆動機構５と、オシレーティング機構６とを内部に収容する。
図１から図３に示すように、リール本体２は、リールボディ８と、第１蓋部材９と、第２
蓋部材１０と、Ｔ字型の竿取付脚１１と、第１カバー部材１２と、第２カバー部材１３と
を備えている。リールボディ８は両側に開口を有するフレーム部材である。第１蓋部材９
と第２蓋部材１０は、リールボディ８の両側を塞ぐために使用される。第１蓋部材９と第
２蓋部材１０は、アルミニウム合金製であるが、同様の特徴を有する他の材料を同様に使
用してもよい。竿取付脚１１は、リールボディ８と一体形成されている。第１カバー部材
１２と第２カバー部材１３は、リールボディ８と、第１蓋部材９と、第２蓋部材１０とを
後方から覆う。
【００２４】
　図２に示すように、リールボディ８は、例えばアルミニウム合金製であるが、同様の特
徴を有する他の材料を同様に使用してもよい。リールボディ８は、ロータ駆動機構５と、
オシレーティング機構６とを収容及び支持するための内部空間８ａを有する。図２に示す
ように、リールボディ８の前面には、円板状の機構支持部８ｂが形成されている。機構支
持部８ｂには、逆転防止機構５０のワンウェイクラッチ５１やピニオンギア７等の構成要
素が装着されている。
【００２５】
　図２に示すように、ロータ３は、ロータボディ３５と、ベールアーム３４とを有する。
ロータボディ３５は、ピニオンギア７を介してリール本体２に回転自在に装着されている
。ベールアーム３４は、揺動自在にロータボディ３５に装着されている。ロータボディ３
５は、アルミニウム合金製であるが、同様の特徴を有する他の材料を同様に使用してもよ
い。ロータボディ３５は、筒状支持部３０と、第１ロータアーム３１と、第２ロータアー
ム３２とを有する。筒状支持部３０は、ピニオンギア７に固定される。第１ロータアーム
３１と第２ロータアーム３２は、支持部３０と所定の間隔を隔てて、支持部３０の後端の
外周面における対向する位置から前方に延びる。支持部３０と、第１ロータアーム３１と
、第２ロータアーム３２とが、ロータボディ３５を構成する。例えば、支持部３０と、第
１ロータアーム３１と、第２ロータアーム３２とは、アルミニウム合金製であるが、同様
の特徴を有する他の材料を同様に使用してもよい。支持部３０と、第１ロータアーム３１
と、第２ロータアーム３２とは、ダイカスト成形で形成されているが、同様の結果を実現
する他の方法を同様に使用してもよい。図１及び２に示すように、第１ロータアーム３１
の径方向外周側は、第１カバー部材３６で覆われており、第２ロータアーム３２の径方向
外周は第２カバー部材３７で覆われている。また、第１ベール支持部材４０と第２ベール
支持部材４２が、ベールアーム３４を構成する。第１ベール支持部材４０は、第１ロータ
アーム３１の先端部の外周側に揺動自在に装着されており、第２ベール支持部材４２は、
第２ロータアーム３２の先端部の外周側に揺動自在に装着されている。ベールアーム３４
は、釣り糸をスプール４にガイドし、巻き付けるために備えられている。ベールアーム３
４は、糸巻取姿勢と、糸巻取姿勢から反転した糸開放姿勢に揺動自在である。
【００２６】
　図２に示すように、ロータ３は、逆転防止機構５０によって糸開放方向への回転を許可
・禁止することが可能である。逆転防止機構５０は、リールボディ８の機構支持部８ｂに
装着されたローラ型のワンウェイクラッチ５１を有する。ワンウェイクラッチ５１は、逆
転禁止状態と、逆転許可状態とに切り換え可能である。さらに、逆転防止機構５０は、ワ
ンウェイクラッチ５１の逆転禁止状態と逆転許可状態とを切り換えるための切換操作部５
２を有する。切換操作部５２は、リールボディ８の機構支持部８ｂの底部において、揺動
自在に支持されている。
【００２７】
　図２に示すように、スプール４は浅底溝を有するように形成されており、糸巻胴部４ａ
と、前フランジ部４ｂと、筒状スカート部４ｃとを備える。釣り糸は、糸巻胴部４ａの外
周に巻き付けられる。前フランジ部４ｂは、糸巻胴部４ａの前端に形成されており、糸巻
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胴部４ａよりも僅かに大径である。筒状スカート部４ｃは、糸巻胴部４ａの後端に形成さ
れており、糸巻胴部４ａよりも大径である。
【００２８】
　ここで、図４から図７を参照すると、筒状スカート部４ｃは、貫通孔４ｅが形成された
浅底凹部４ｄを有する。釣り糸Ｌ（図７）をリール本体２に固定するための糸止め２０が
貫通孔４ｅに挿入される。糸止め２０は黄銅製であるが、同様の特徴を有する他の材料を
同様に使用してもよい。図５に示すように、糸止め２０は、軸部２１と、頭部２２とを有
する。頭部２２は、軸部２１の端部と一体形成されているが、軸部２１の端部に装着され
てもよい。頭部２２の外径は、軸部２１の直径よりも大径である。頭部２２は、軸部２１
に対向する面２２ｂに形成された環状溝２２ａを有する。環状溝２２ａは軸部２１と同心
円状に配置されている。環状溝２２ａの外縁部及び頭部２２の環状溝２２ａが形成された
面の外縁部は、それぞれフィレット加工（アール面取り加工）されている。
【００２９】
　図５及び６に示すように、軸部２１は、筒状スカート部４ｃに接続されており、外周面
にスナップリング２３を装着するための凹部２１ａを有する。糸止め２０を筒状スカート
部４ｃに接続するために、コイルばね２４が軸部２１に装着され、リング保持部２５と、
スナップリング２３とによって、所定の位置に保持される。コイルばね２４は、糸止め２
０をスプール４の中心に向かって径方向に付勢するために使用される。糸止め２０は、ス
プール４の中心に向かって径方向に付勢されているので、釣り糸は損傷または切断される
ことなく、頭部２２と、環状溝２２ａと、筒状スカート部４ｃの凹部４ｄとの間に保持さ
れる。
【００３０】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【００３１】
　＜他の実施形態＞
　前記実施形態では、スピニングリールのスプールのスカート部に設けられた糸止めを例
示したが、本発明はこれに限定されない。例えば、スピニングリールのスプールの糸巻き
胴部や両軸受リールのスプールの糸巻き胴部やフランジ部に設けられる糸止めにも本発明
を適用できる。
【００３２】
　ここで使用された方向を示す用語、即ち、「前方」、「後方」、「上方」、「下方」、
「垂直」、「水平」、「径方向」、「横方向」は、他の同様の方向を示す表現とともに、
本発明に備えられた装置の方向について言及するものである。
【００３３】
　したがって、上記用語は、本発明の各態様を記載するために利用されるように、本発明
に備えられた装置に関連して解釈すべきである。
【００３４】
　本発明を説明するために、特定の実施形態のみが選択されているが、この開示により、
特許請求の範囲において定義されるように、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、様
々な変更及び修正を行うことが可能であることは、当業者にとって明白である。さらに、
本発明に係る実施形態に関する上記の記載は、例証目的で提供されたものに過ぎず、特許
請求の範囲及びそれらの均等物によって定義されるように、本発明を制限するものではな
い。このように、本発明の範囲は開示された実施例に制限されるものではない。
【符号の説明】
【００３５】
　　４　スプール
　　４ｃ　筒状スカート部
　　４ｄ　浅底凹部
　　４ｅ　貫通孔
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　２０　糸止め
　２１　軸部
　２２　頭部
　２２ａ　環状溝
　２４　コイルばね（ばね部材の一例）
　２５　リング保持部（抜け止め部材の一例）
　　Ｌ　釣り糸

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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